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墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 改正の理由 

 木造住宅の耐震化のための支援策として、木造住宅無料耐震相談・耐震診断助成

事業・耐震改修助成事業を行っているが、平成２７年度末の推計値で、南部地域の

住宅耐震化率が９２．０％であるのに対し、北部地域は８５．３％である。墨田区

耐震改修促進計画においては、平成３２年度までに住宅耐震化率９５％を目標とし

ている。 

  墨田区木造住宅耐震改修促進助成条例（以下「条例」という。）では、災害時に

重大な被害が発生し、多数の人的被害の出ることが懸念される地域を「緊急対応地

区」に指定し、当該緊急対応地区内に建築物が存することを要件に、耐震改修工事

の助成を行っている。 

現行の条例では北部地域の一部が当該緊急対応地区に指定されていないので、北

部地域の耐震化の促進を図るため緊急対応地区を拡大する。 

 

２ 改正内容 

現行の緊急対応地区に加え、北部地域の全域を緊急対応地区に指定する。 

  

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日から施行し、同日以後に交付申請があった助成金について適 

用する。 

 

４ 現行の緊急対応地区と追加する緊急対応地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例改正後の緊急対応地区 
 

本所三丁目 

東駒形二丁目及び三丁目 

横川二丁目 

向島一丁目から五丁目まで 

東向島一丁目から六丁目まで 

堤通一丁目及び二丁目 

墨田一丁目から五丁目まで 

押上一丁目から三丁目まで 

京島一丁目から三丁目まで 

文花一丁目から三丁目まで 

八広一丁目から六丁目まで 

立花一丁目から六丁目まで 

東墨田一丁目から三丁目まで 

 

 

凡例 

現行の緊急対応地区 

追加する緊急対応地区 


